
（仮称）調布市議会の個人情報の保護に関する条例（案）の概要について（説明資料）

１ 条例制定の背景

これまで個人情報の取扱いは，国の行政機関，独立行政法人等，地方公共団体，地方

独立行政法人及び民間事業者のそれぞれの機関を対象とする法律や条例等により，団体

ごとに規定されていました。

令和３年５月の「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の

成立により「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「新個人

情報保護法」という。）が改正され，これまで団体ごとに規定されていた個人情報の取

扱いに関する規律が一本化されることになりました。令和５年４月からは，新個人情報

保護法の規律が全国共通ルールとして地方公共団体に適用されることとなります。

一方で，地方公共団体の議会は，個人情報保護に対する基本的な責務などの規定を除

き，国会や裁判所が新個人情報保護法による個人情報の取扱いに係る規律の対象となっ

ていないこととの整合を図るため，基本的に地方公共団体の機関から除外され，新個人

情報保護法の適用対象外となります。制度の全体像や新個人情報保護法と議会の適用関

係等については，下記表１～表３のとおりです。

（表１）個人情報保護制度見直しの全体像

（表２）新個人情報保護法と議会の適用関係
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（表３）「地方公共団体の機関」に地方公共団体の議会が含まれる事項

２ 条例の名称及び目的

(1) 名称

（仮称）調布市議会の個人情報の保護に関する条例（以下「条例」という。）

(2) 目的

令和５年４月から新個人情報保護法の規律が地方公共団体に直接適用されることか

ら，現在の調布市個人情報保護条例（以下「現行条例」という。）が令和５年３月末

で廃止となります。

ただし，議会は新個人情報保護法の適用外となることから，新たに議会として個人

情報の保護に関する条例を制定します。令和５年４月以降の調布市における個人情報

保護制度は，下記表４のとおりとなります。

（表４）調布市の個人情報保護制度

３ 法改正に伴う対応

法改正に伴い，以下のとおり条例を制定します。

条例では，新個人情報保護法の第１章 総則，第２章 国及び地方公共団体の責務等，

第３章 個人情報の保護に関する施策等，第５章 行政機関等の義務等 第１節～第４

節（第１款～第４款），第７章 雑則，第８章 罰則の各規定に対応するように規定し

ます。

令和５年３月廃止

市の実施機関（議会を含む）

調布市個人情報保護条例

令和５年４月施行

市の実施機関

（仮称）調布市個人情報保護法施行条例

議会

（仮称）調布市議会の個人情報の保護に関する条例
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（表６）主な規定内容

(1) 個人情報の取扱い 新個人情報保護法第６１条～第７３条の規定に準じて個人
情報の取扱いを定めます。

(2) 保有個人情報 保有個人情報は，議会の事務局の職員（以下「職員」とい
う。）が職務上作成し，又は取得した個人情報であって，
職員が組織的に利用するものとして，議会が保有している
ものとします。
なお，議長を含む議員（以下「議員」という。）が職務上
作成し，又は取得した個人情報は，保有個人情報から除外
するものとします。

(3) 仮名加工情報及び
匿名加工情報

仮名加工情報及び匿名加工情報については，議会が作出す
ることは想定し難いですが，取得することは想定され得る
ため，取扱いの規定を設けます。

※仮名加工情報とは…個人情報を法に規定する措置を講じて他の情報と照合しない限り
特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報をいい
ます。
※匿名加工情報とは…個人情報を個人情報の区分に応じて，記述等の一部を削除する，
または個人識別符号の全部を削除する措置を講じて特定の個人を識別することができな
いように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元して特定の
個人を再識別することができないようにしたものをいいます。

(4) 個人情報ファイル 新個人情報保護法第７４条及び第７５条の規定に準じて個
人情報ファイルについて定めます。

(5) 開示，訂正及び利用停止 新個人情報保護法の規定（開示：第７６条～第８９条，訂
正：第９０条～第９７条，利用停止：第９８条～第１０３
条）に準じて，議会が保有する自己を本人とする個人情報
の開示，訂正及び利用停止について定めます。

(6) 開示請求に係る手数料 現行条例と同様に，保有個人情報の開示請求をする際の手
数料を無料とし，複写などの費用は請求者負担とします。
なお，調布市で施行予定の（仮称）調布市個人情報保護法
施行条例においても同様となります。

（表５）条例の規定内容

◆ 条例の規定内容 ◆ 新個人情報保護法

第１章 総則

第２章 個人情報等の取扱い

第３章 個人情報ファイル

第４章 開示，訂正及び利用停止
第１節 開示
第２節 訂正
第３節 利用停止
第４節 審査請求

第５章 雑則

第６章 罰則

附則

第１章 総則（1～3条）

第２章 国及び地方公共団体の責務等
第３章 個人情報の保護に関する施策等
第４章 個人情報取扱事業者等の義務等
第５章 行政機関等の義務等

第１節 総則（60条）

第２節 行政機関等における個人情報等の取扱い（61～73条）

第３節 個人情報ファイル（74・75条）

第４節 開示，訂正及び利用停止
第１款 開示（76～89条）

第２款 訂正（90～97条）

第３款 利用停止（98～103条）

第４款 審査請求（104～107条）

第５款 条例との関係
第５節 行政機関等匿名加工情報の提供等
第６節 雑則

第６章 個人情報保護委員会
第７章 雑則（171～175条）

第８章 罰則（176～185条）

附則
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（表７）条例施行までのスケジュール

令和５年４月 （仮称）調布市議会の個人情報の保護に関する条例施行

令和４年１０月

条例のパブリックコメント 市民の皆さまからの意見を条例に反映させることなどを目的に実施します。

令和４年１１月～１２月

条例の議案提出 令和４年１１月３０日開会予定の第４回市議会定例会に議案を提出します。

令和５年１月～３月

条例関連規程等の制定・改廃 現行条例を引用する規程等を廃止し，新たに条例施行規程を制定します。

４ 条例制定のスケジュール

(1) パブリックコメントの実施（令和４年１０月３日～１１月１日）

(2) パブリックコメントの意見集約，条例案の作成（令和４年１０月～１１月）

(3) 令和４年１１月３０日開会予定の第４回市議会定例会に議案提出

（令和４年１１月～１２月）

(4) 条例関連規程等の改廃（令和５年１月～３月）

(5) 条例施行（令和５年４月）

(7) 調布市個人情報保護
審査会への諮問

開示決定，訂正決定，利用停止決定又は開示請求，訂正請
求，若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求
があったときは，調布市が設置する調布市個人情報保護審
査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならな
いこととします。
また，個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知
見に基づく意見を聴くことが特に必要であるときには，審
査会に諮問することができることとします。

(8) 運用状況の公表 議長は，毎年１回，条例の施行の状況を取りまとめ，その
概要を公表するものとします。

(9) 罰則 新個人情報保護法第１７６条～第１８５条の規定に準じて，
議会事務局職員等に対する罰則を定めます。
過料の額については，新個人情報保護法の規定では１０万
円以下とされていますが，地方自治法の規定により，特別
の定めがない場合，条例で定められる過料上限が５万円と
なっていることから５万円以下とします。
なお，議員は，罰則の対象外とします。
※罰則規定については，東京地方検察庁と現在協議を行っ
ています。
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